
新型コロナウイルスワクチン接種

職域接種を予定している人などへの接種券の送付について

企業や大学などでの職域接種、自衛隊大規模接種会場センターでの接種を予定している人に、接種券送付の
ための申込みを受け付けしてします。接種券が届くまでに最大１週間程度かかる見込みです。
※既に市の接種予約をしている人は、二重予約とならないように、市の予約の取り消しをお願いします。

対象
市に住民票があり、次のどちらかに該当する人
　・企業や大学などでの職域接種を受ける予定の人
　・自衛隊大規模接種センターでの接種を受ける予定の 18 歳以上の人

手続方法

次のいずれかの方法で申込みをお願いします。
※郵送で本人または同居家族が以外が手続きする場合には委任状が必要です。

【電子申請（オンライン申込み）】
　Web フォームから必要事項を送信して
ください。

【郵送】
　申請書（市ホームページから入手可）に
必要事項記入、または次の項目を記入し、
封書で保健センターへ郵送してください。

（〶 411・0832 南二日町８・35 三島市保健
センターワクチン接種券送付係）
▶氏名▶住民票上の住所（送付先が異なる
場合には送付先）▶生年月日▶電話番号
▶「企業接種」・「大学接種」・「自衛隊大規
模接種センター」のいずれか

災害時の集団接種中止の連絡について

　台風などにより市内で災害発生が予想される場合
には、集団接種を中止する場合があります。中止の
際は次の方法でお知らせます。

▶同報無線
▶市ホームページ
▶市公式 SNS（LINE・Facebook・Twitter）
▶市民メール

▲電子申請、申請書ダウンロード

基礎疾患があり接種券早期送付を希望する人の申込み方法

次のどちらかの方法で申し込みをお願いします。

確認できない場合には下記へお問い合わせください。
①ワクチンコールセンター☎ 0570・015・670
　（午前８時 30 分～午後５時 15 分）
②市役所代表☎ 975・3111
③健康づくり課☎ 973・3700

FAX 976・8896（ 聴覚や言語が不自由な人 ）
※各小学校への問合せはご遠慮ください

電子申請（オンライン申込み） 郵送

Webフォームから必要事項を送信してください。 申請書（市ホームページから入手可）に必要事項を
記入、または次の項目を記入し、封書で保健セン
ターへ郵送してください。（〶411・0832南二日町８・
35 三島市保健センターワクチン接種券送付係）
▶「接種券希望」▶氏名▶住民票上の住所（送付
先が異なる場合には送付先）▶生年月日▶電話番
号▶基礎疾患名

▲電子申請、申請書ダウンロード
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各種保険料 (税 ) の減免申請が可能です

　新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したなどの人向けの、各種保険料（税）を減免する制度を
ご利用ください。

【問合せ】国民健康保険税……………………課税課市民税係☎ 983・2626
後期高齢者医療保険料…保険年金課高齢者医療係☎ 983・2710
介護保険料…………………介護保険課介護保険係☎ 983・2607

▲申請などの詳細

対象の保険料（税）
令和２年度および令和３年度分の次の保険料（税）で、令和３年４月１日～令和４

年３月 31 日の間に納期限が設定されているものが対象です。
▶国民健康保険税　▶後期高齢者医療保険料　▶介護保険料

対象の人

　減免の対象は、次の①または②に該当する人です。

①新型コロナウイルス感染症により、世
帯の主たる生計維持者※１が死亡、また
は重篤な傷病を負った人

②新型コロナウイルス感染症の影響によ
り、世帯の主たる生計維持者※１の収入
減少が見込まれる人

減免割合 対象①　全額免除 対象②　一部免除または全額免除※２

申請方法

申請書類などを郵送、または各担当窓口へ持参してください。
※感染症拡大防止のため、できる限り郵送での申請をお願いします。
※申請の詳細は市ホームページを確認、または問合せてください。
※様式を印刷できない場合には、郵送しますので問合せてください。

必要書類

【共通】減免申請書・調査同意書（市ホームページ掲載）、本人確認書類の写し

【対象①】
　医師による死亡診断書や診断書

【対象②】
収入状況等申告書（市ホームページに
掲載）、収入がわかる資料など

※１「世帯の主たる生計維持者」とはその人の収入によって生計を維持している人で、基本的に「世帯主」を
指します。

※２「一部免除または全額免除」の要件は次のA～Cのすべてに該当する場合です。（介護保険料のみＣを除外）
Ａ：事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入のいずれかが、前年中に比べて 10 分の

３以上減少する見込みがある
Ｂ：収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年中の所得の合計額が 400 万円以下
Ｃ：前年中の所得の合計額が 1000 万円以下

新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少した人へ

　①こまめな手洗い②普段の健康管理③適度な湿度管理が重要で
す。他の人にうつさないため「咳エチケット（マスクの着用やとっ
さのときに袖や上着の内側で内を覆うこと）」も心がけましょう。
　また、集団感染を防ぐために「密閉空間で換気が悪い」「多くの
人が密集する」「近距離での会話や発声」などの条件がある場所や
場面を予測し、避けるようにしてください。屋外でも同様に密集、
密接を避けましょう。

感染症予防対策を取りましょう

▲咳エチケット
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